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１【提出理由】

当行は、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定
に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

 

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

①退任した監査公認会計士等の名称

ケーピーエムジー(以下「前監査法人」という。)

 

②就任した監査公認会計士等の名称

プライスウォーターハウスクーパース

 

(2) 当該異動の年月日

2015年５月26日

 

(3) 退任した監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

2014年５月21日

 

(4) 退任した監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項なし

 

(5) 異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当行は、規制上の要件および定款に従って、2015年の当行の国際会計事務所としてプライスウォーターハウスクー
パースを任用した。かかる新会計事務所の任用は、当行の取締役会により決定され、2015年５月26日に開催された当行
の年次株主総会によって承認された。

 

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する退任した監査公認会計士等の意見

上記(5)の理由及び経緯について、前監査法人は特段の意見は表明していない。
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